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3.2.4 施工計画

3.2.4.1 施工方針

本計画が実施される場合の基本事項は次のとおりである。

・本計画は、日本政府とミクロネシア連邦政府間で本計画に係る無償資金協力の交換

公文が締結された後、日本政府の無償資金協力の制度にしたがって実施される。

・本計画の実施機関はミクロネシア国ポンペイ州政府である。

、 、・本計画の実施設計 入札関連業務および施工監理業務に係るコンサルタント業務は

日本のコンサルタントがミクロネシア連邦政府とのコンサルタント契約に基づき実

施する。

・本計画の道路改良工事は、入札参加資格審査合格者による入札の結果選定された日

本の建設業者により、ミクロネシア連邦政府との工事契約に基づき実施される。

本計画の施工にあたっての基本方針は次のとおりである。

、 。 、・建設資機材および労務は 可能な限り現地調達とする 現地で調達できない場合は

所要の品質、供給能力が確保される範囲で最も経済的となる第三国または日本から

の調達とする。

・施工方法および工事工程は、現地の気象、地形、地質等の自然条件に合致したもの

とする。

・特殊な機材や技術を必要としない一般的で容易な工法を計画する。

・工事仕様基準および施工管理基準を設定し、この基準を満足する建設業者の現場管

理組織およびコンサルタントの施工監理組織を計画する。

・工事中の交通路確保と交通安全のための施設を設置する。

・工事による水質汚濁や降雨による土砂流出の防止、およびコーラル材採取時の汚濁

防止等に配慮して環境保全に努める。

・コーラル材は、ポンペイ州法で採取が認められた場所で、かつ、州政府から採取許

可を得たうえで採取する。

・工事により発生する建設廃棄物は極力再利用することとするが、廃棄する場合は、

ポンペイ州の法令で定められた場所に廃棄する。廃棄場位置を図3.2.4-1に示す。
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3.2.4.2 施工上の留意事項

(1) 道路利用者および工事関係者の安全の確保

1) 道路施工時

・工事中の交通路を確保するため、片側に１車線のスペースを確保し、交互交通

で処理する。工事ヤードを明確に区分し、そのために必要な保安設備（工事予

告版、片側交互通行予告版、迂回路予告版、矢印版、バリケード、セーフティ

ーコーン、回転灯等）と誘導員を配置する。

2) 構造物建設時

・橋梁等の構造物建設時は、既存道路脇に迂回路を設け交通を確保する。

・河川を切り回して施工を行う場合は、切り回し河川の河岸が浸食されないよう

土嚢等により防護を行う。

(2) 環境への配慮

・道路建設時は散水等により粉塵が発生しないよう努める。

・工事中使用する既存道路の維持管理を実施する。

・コーラル材採取は現在操業している図3.2.4-1に示す２箇所から行う。採取許可

の取得はＰＴＡが行う。表3.2.4-1に採取方法を示す。

表 3.2.4-1 コーラル材の採取方法

採取手順 環境への配慮事項

・採取予定地外周に堰堤を設置する。 ・外周堰堤を築堤する際は汚濁水の拡

散を防止するためシルトスクリーン

を使用する。

・堰堤内のコーラル材を所定深さまで採取し ・掘削機、ダンプトラックから油が流

ダンプトラックに積込む。 出しないよう十分注意する。

・所定のストックヤードに仮置きし、クラッ ・破砕時の粉塵対策を実施する。

シングプラントにて破砕する。

・下層路盤材には破砕したコーラル材をその ・混合プラントへのセメント投入時、

まま用いるが、上層路盤材には、混合プラ セメントの飛散防止措置を行う。

ントにてコーラル材にセメントを混合した

ものを用いる。
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(3)用地確保および住民移転

周回道路は50フィート(15.24m)幅の用地が確保されている。原則として、線形変更

を行わないので、殆どは道路用地内に収まるが、一部、拡幅に伴う切土・盛土法面

が道路用地幅を超える。ポンペイ州政府が2003年４月末までに追加の道路用地の確

保を行う。なお、住民移転は発生しない。

(4) 非課税措置

現地調達品に課税される税金は、実施機関から発行される証明書により免税措置を

受ける。

日本および第三国からの輸入品については、実施機関が通関手続きを行い免税措置

を受ける。
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3.2.4.3 施工区分

日本とミクロネシアの両国政府が分担すべき事項は、表3.2.4-2のとおりである。

表 3.2.4-2 両 国 政 府 の 負 担 区 分

負 担 区 分
項 目 内 容 備 考

「ミ」国日本国

資機材の調達・搬入 ○

資 機材 調達 資機材の通関手続 ○

内陸輸送路の整備 ○

工事に必要な用地の確保 ○ 現場事務所、資機材置場、作
準 備 工 業場等

上記以外の準備工 ○

工事障害物の移設 地上障害物の移設 ○ 電柱、電信・電話線接続ﾎﾞｯｸｽ
・撤去

地下埋設物の移設 ○ 水道管、電信・電話線等

道路用地の確保 幅50ﾌｨｰﾄを超える部分の ○
用地確保

ｺｰﾗﾙ材の採掘許可 採掘許可の申請・取得 ○

本 工 事 道路改良工事 ○

3.2.4.4 施工監理計画

日本のコンサルタントがミクロネシア連邦政府とのコンサルタント業務契約に基づ

き、実施設計業務、入札関連業務および施工監理業務の実施にあたる。

(1) 実施設計業務

コンサルタントが実施する実施設計業務の主要内容は次のとおりである。

・実施設計のための現地調査

・道路、橋梁および排水施設等の詳細設計

・設計図面、仕様書の作成

・施工計画、資機材調達計画、事業費積算

・入札図書の作成

実施設計業務の所要期間は、第１期３ヶ月、第２期２ヶ月である。
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(2) 入札関連業務

入札公示から工事契約までの期間に行う業務の主要項目は次のとおりである。

・入札公示

・入札業者の事前資格審査

・入札実施

・入札書の評価

・契約促進業務

入札関連業務の所要期間は、第１期３ヶ月、第２期３ヶ月である。

(3) 施工監理業務

コンサルタントは、施工業者が工事契約および施工計画に基づき実施する工事の施

工監理を行う。その主要項目は次のとおりである。

・測量関係の照査・承認

・施工計画の照査・承認

・品質管理

・工程管理

・出来形管理

・安全管理

・出来高検査および引き渡し業務

施工の所要期間は、第１期11ヶ月、第２期10.5ヶ月である。施工監理業務には常駐

管理者１名が必要である。

本計画においては、道路占用を行いながら施工する必要があるため、安全管理に特

に留意する必要があり、施工業者の安全管理者と協議、協力しながら事故の発生を

未然に防ぐよう監理を行う。
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3.2.4.5 品質管理計画

土工および舗装工の品質管理計画を表3.2.4-3に、コンクリート工の品質管理計画を

表3.2.4-4に示す。

表 3.2.4-3 土工および舗装工の品質管理計画

表 3.2.4-4 コンクリート工の品質管理計画

項 目 試 験 項 目 試験方法 試 験 頻 度
（仕様書）

盛土工 密度試験（締固め） AASHTO T191 500㎡毎

路盤工 材料試験 ふるい分け試験 AASHTO T27 使用前に１回、その後1,500 毎に１回あるいは供給場（ ） â
所が変わった時点

材料試験（ＣＢＲ試験） AASHTO T193 使用前に１回、その後1,500 毎に１回あるいは供給場â
所が変わった時点

乾燥密度試験（締固め） AASHTO T180 使用前に１回、その後1,500 毎に２回あるいは供給場â
所が変わった時点

現場密度試験（締固め） AASHTO T191 500㎡毎

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の温度 出荷温度、敷均しお ５回／日
よび転圧温度測定

1,500 毎に１回あるいは供給場所が変わった時骨材のすり減り抵抗試験 AASHTO T96 â
点 （納入業者のﾃﾞｰﾀ確認）

項 目 試 験 項 目 試験方法 試 験 頻 度
（仕様書）

セメント セメントの物性試験 AASHTO M85 試験練り前に１回、その後10,000袋毎に１回あるいは
原材料が変わった時点

細骨材 ふるい分け試験 AASHTO T27 毎月１回

粗骨材 コンクリート用粗骨材の AASHTO M80 試験練り前に１回、その後1,500 毎に１回あるいは供â
物性試験 給場所が変わった時点 （納入業者のﾃﾞｰﾀ確認）

ふるい分け試験 AASHTO T27 毎月１回

水 水質基準試験 AASHTO T26 試験練り前に１回

コンクリート スランプ試験 AASHTO T119 ２回／日

エアー量試験 AASHTO T121 ２回／日

圧縮強度試験 AASHTO T22 各打設毎に６本の供試体、１回の打設数量が大きい場
合には75 毎に６本の供試体（７日強度－３本、28日â
強度－３本）

温 度 － ２回／日
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3.2.4.6 資機材等調達計画

(1) 建設資材調達計画

現地で生産できる材料は砂、アスファルトおよびコンクリート用骨材（玄武岩）

および路盤用骨材（コーラル材）だけで、その他は全て輸入品である。

資材調達方針は次のとおりである。

・恒常的に輸入品が市場に供給されている場合は、これを調達する。

・現地調達できない製品は、近隣国または日本国から調達する。調達先は価格、

品質等を比較し決定する。

主要資材の調達区分を表3.2.4-5に示す。

表 3.2.4-5 主要資材の調達区分

項 目 調 達 先 備 考

現 地 日本国 第三国

構造物用資材
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ○ 現地調達(歴青材は輸入品)
ｺﾝｸﾘｰﾄ ○ 民間業者から購入
砕石（基礎、路盤） ○ 現地調達（現地産）
セメント ○ ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ
砂 ○ 現地調達（現地産）
砕石（コンクリート骨材） ○ 同 上
鉄筋：Ｄ６～Ｄ25 ○ 現地調達（輸入品）
混和材（ｺﾝｸﾘｰﾄ用） ○ 同 上
支 承 ○ 日本調達
現場塗装材 ○ 現地調達（輸入品）
無収縮モルタル材 ○ 同 上
伸縮装置 ○ 現場製作
野 芝 ○ 現地調達（現地産）
割石（練石積） ○ 同 上
ＰＶパイプ：Ｄ＝50～300 ○ 現地調達（輸入品）
ＲＣパイプ：Ｄ＝300～600 ○ 現地製作
ＲＣパイプ：Ｄ＝900 ○ 同 上
取付道路用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ○ グアム
道路標識 ○ 現地調達（現地産）

仮設用資材
型枠用木材 ○ 現地調達（輸入品）
型枠用合板：防水加工なし ○ 同 上
型枠用合板：防水加工 ○ 同 上
釘 ○ 同 上
支保工、足場用丸太 ○ 同 上

韓国Ｈ型鋼：Ｈ-300～400 ○
仮締切用土のう袋 ○ 現地調達（輸入品）
電気溶接棒 ○ 現地調達（輸入品）
燃料、油脂類 ○ 現地調達（輸入品）
酸素、アセチレンガス ○ 現地調達（輸入品）
ガス切断機 ○ 現地調達（輸入品）
ｼﾙﾄｽｸﾘｰﾝ ○ 日本調達
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(2) 建設機械調達計画

ポンペイ州の建設機械事情

・一般市場

ポンペイ州ではＰＴＡをはじめとする事業者が若干の建設機械を所有してい

るものの、建設需要が少ないため絶対数が少なく旧式である。例としてＰＴ

Ａの所有している建設機械を以下に示す。

・ＰＴＡ保有機械

1987年に我が国の無償資金協力「ポンペイ州道路舗装整備計画」によりブル

ドーザ、アスファルトプラント等の調達が行われたが、多くの機材は既に償

却年数を過ぎている。現在、ＰＴＡが保有する主要建設機械は表3.2.4-6に

ポンペイ州から発注さ示すとおりである。ＰＴＡはこれら機材を使用して、

れる道路工事の殆どを実施してる。

表 3.2.4-6 主要なＰＴＡ保有建設機材

名 称 規 格 取得年 台数

ブルドー ザ 21t 1989 １

ブルドー ザ 15t 1996 １

トラクタ ーショベル ｸﾛｰﾗｰ型 1989 １

トラクタ ーショベル ﾎｲｰﾙ型 1995 １

バックホウ 1.0m 1989 ２3

バックホウ 1.2m 1996 １3

小型バックホウ 0.1m 1994 １3

トラッククレーン 4.8t 1996 １

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ 1989 １

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ 1996 １

振動ローラー 5t 1994 １

振動ローラー 10t 1994 １

振動ローラー 10t 1999 １

モーターグレーダー 3.1m 1994 １

タイヤローラー 8-20t 1999 １

ダンプトラック 10t 1998 ４

ダンプトラック 10t 1999 １

ダンプトラック 6t 1999 ３

トレーラー 低床 1997 １

近隣諸国の建設機械事情

建設機材の大半はグアムを中心とする近隣諸国から輸入している。以下にグア

ムの建設機械事情を示す。

・グアムでは重機の生産は行っておらず、日本等からの輸入品が殆どである。

価格は運搬費、税金がプラスされ、生産国価格より割高となる。

・中古品市場であり年式・型式に統一性がなく絶対数も少ない。

・リース会社はあるがリース料が高い。
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建設機械調達方針

以上より建設機械の調達方針を次のとおりとする。

・現地にて調達可能な機械は現地調達とする。

・不足分の機械は日本調達とする。

主要建設機械の調達区分を表3.2.4-7に示す。

表 3.2.4-7 主要建設機械の調達区分

調 達 先
機 種 規 格 備 考

現 地 日本国 第三国

ブルドーザー 15t ○

バックホウ 0.6m ○3

バックホウ 1.0m ○3

大型ブレーカ 1300kg級 ○

ダンプトラック 10t ○ ○ 現地調達、

不足分を日本調達

ダンプトラック 4t ○

ホイールクレーン 50t ○

モーターグレーダー 3.1ｍ ○

ロードローラ 10-12t ○ ○ 現地調達、

不足分を日本調達

振動ローラ 6-8t ○ 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

振動ローラ 3-4t ○ 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

振動ローラ 0.8-1.1ｔ ○ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式

タイヤローラ 8-20t ○ ○ 現地調達、

不足分を日本調達

トラクタショベル 2.1m ○ ﾎｲｰﾙ型3

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 2.4-4.5m ○ 現地調達

ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾙﾋﾞｭｰﾀ 2-3KL ○ 現地調達

牽引式ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ○

土質改良機 40m /h ○ 自走式3

発動発電機 15KVA ○

発動発電機 35KVA ○

発動発電機 45KVA ○

ﾗｲﾝﾏｰｶｰ 15.20cm幅 ○

水中ポンプ φ50 ○

水中ポンプ φ100 ○

水中ポンプ φ150 ○
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3.2.4.7 実施工程

単年度での実施は困難であるので、次のように２期に分けて実施する計画とする。

・第１期：セクション２（5.108㎞）

・第２期：セクション１（6.664㎞）

日本側負担分の実施設計、施工についての実施工程を表3.2.4-8に示す。

表 3.2.4-8 実 施 工 程 表

実施区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

現　地　調　査

国　内　作　業

現　地　確　認

準備工（資機材・労務調達等）

ｺｰﾗﾙ材採取工

土　工

下層路盤工

上層路盤工

表　層　工

ボックスカルバート工

パイプカルバート工

側　溝　工

路面標示工

道路標識工

その他

現　地　調　査

国　内　作　業

現　地　確　認

準備工（資機材・労務調達等）

ｺｰﾗﾙ材採取工

土　工

下層路盤工

上層路盤工

表　層　工

ボックスカルバート工

パイプカルバート工

側　溝　工

路面標示工

道路標識工

その他

排水工

作　業　項　目

実
施
設
計

施
　
 
 
 
 
 
 
 
工

舗装工
道路工

　橋梁工

　
　
　
第
　
１
　
期

付　属

施設工

舗装工

　橋梁工

排水工

付　属

施設工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
２
　
期

実
施
設
計

施
　
 
 
 
 
 
 
 
工

道路工

（計3.0ヶ月）

（計11.0ヶ月）

（計2.0ヶ月）

撤去

（計10.5ヶ月）
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3.3 相手国側分担事業の概要

本計画が実施される場合のミクロネシア国政府の分担事項は以下のとおりである。

・本計画の実施上必要な資料／情報の提供

、 、 、・道路用地の確保および工事のために必要な作業ヤード 資材置き場 プラント施設

現場事務所等の用地の提供

・建設資機材の内陸輸送路の整備

・道路用地内の電柱、電信・電話線および水道管等の障害物の移設

・本計画に関し日本に口座を開設する銀行の手数料の負担

・本計画の資機材輸入の免税措置、通関手続きおよび速やかな国内輸送のための措置

・本計画に従事する日本人および実施に必要な物品／サービス購入の際の課税免除

・本計画に従事する日本人がミクロネシア国へ入国および滞在するために必要な法的

措置

・本計画を実施するために必要な許認可証明書等の発行（環境影響評価の承認、土工

許可、コーラル材採取許可等）

・改修後の道路等の適切な使用および維持管理

・本計画実施において住民または第三者と問題が生じた場合、その解決への協力

・本計画実施上必要となる経費のうち、日本国の無償資金協力によるもの以外の経費

の負担
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3.4 プロジェクトの運営・維持管理計画

本計画の完了後、道路の運営・維持管理はＰＴＡにより実施される。

必要とされる維持管理業務は、次のとおりである。

・日常管理

巡回点検、側溝・カルバートの清掃、法面植生の管理（草刈り・張芝）

・損傷ヶ所の修理

舗装クラックのシーリング、ポットホールの修繕、路肩のアスファルトコーティ

ング、ガイドポストの取換、石積（側溝、擁壁等）の修繕、法面の補修など

・災害復旧

流入土砂の除去、法面防護の施工など

ＰＴＡは直営で道路建設を行っており、建設および維持管理に必要な機材と人員を確

保しているので、現在の体制で運営・維持管理を行うことは可能である。ただし、現

状では、日常管理（特に側溝・カルバートの清掃）が不十分であるので、そのための

予算を確保することが必要と思われる。
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3.5 プロジェクトの概算事業費

3.5.1 協力対象事業の概算事業費

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は10.01億円となり、先に述

べた日本とミクロネシア国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記(3)に示す

積算条件によれば、次のとおりと見積もられる。

(1) 日本側負担経費

事 業 費 区 分 第１期 第２期 合 計

(1) 建 設 費 3.95億円 4.39億円 8.34億円

（ ）（ ）ｱ. 直接工事費 （ 2.18億円） 2.78億円 4.96億円

（ ）（ ）ｲ. 共通仮設費 （ 0.63億円） 0.61億円 1.24億円

（ ）（ ）ｳ. 現場経費等 （ 0.86億円） 0.69億円 1.55億円

（ ）（ ）ｴ. 一般管理費等 （ 0.28億円） 0.31億円 0.59億円

(2) 設計監理費 0.63億円 0.42億円 1.05億円

合 計 4.58億円 4.81億円 9.39億円

(2) ミクロネシア国側負担経費 51,149万ドル（約 62百万円）

① 電柱・電線の移設 10,685万米ﾄﾞﾙ（約 13百万円）

② 電信・電話線接続ボックスの移設 1,224万米ﾄﾞﾙ（約 1百万円）

③ 水道管の移設 39,240万米ﾄﾞﾙ（約 47百万円）

(3) 積算条件

① 積算時点 平成15年２月

② 為替交換レート １ＵＳ＄＝121.92円

、 、 、③ 施工期間 ２期による工事とし 各期に要する詳細設計 工事の期間は

実施工程に示したとおり。

④ その他 本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施さ

れる。
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3.5.2 運営・維持管理費

本計画で整備される道路施設は、ＰＴＡにより維持管理が行われる。

維持管理に必要な年間の費用は、US＄20,240と見込まれる。その内訳を表3.5.2-1に

示す。

表 3.5.2-1 維 持 管 理 内 容 と 年 間 費 用

過去３年間の維持管理充当額を表3.5.2-2に示す。

表 3.5.2-2 過去３年間の維持管理充当額
（単位：ＵＳドル）

年 2001 2002 2003

維持管理充当額 139,727.80 250,000.00 256,419.00

本プロジェクト完成後の維持管理費は、2003年の維持管理予算の約８％であり、財政

上問題はないと考えられる。

（全延長11.772㎞あたり） 単位：US$
１．日常点検項目

施 設 名 点 検 項 目 巡回の頻度 点検人員 使 用 資 機 材 所要数量 金 額

側 溝 土砂、障害物の有無 12回/年 ２名 延24人日/年 840.00

カルバート 土砂、障害物の有無 所要日数１日/回 スコップ、ハンマー、
舗 装 ｸﾗｯｸ、不陸、ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ等 カマ、バリケード

路 肩 植生の有無
切 土 法 面 雨水による侵食、崩壊等 小型トラック 延12台日/年 1,200.00

盛 土 法 面 雨水による侵食、崩壊等
橋 梁 橋面､橋台､橋脚､河川の状況

路 面 標 示 汚れ、剥離
道 路 標 識 損傷、変形、汚れ、剥離

小 計 2,040.00

２．清 掃

施 設 名 実 施 項 目 清掃の頻度 実施人員 使 用 資 機 材 所要数量 金 額

側 溝 土砂、障害物の撤去 ４回/年 ５名 延80人日/年 2,800.00

カルバート 土砂、障害物の撤去 所要日数４日/回 スコップ、バリケード、
舗 装 清掃 草刈機、ほうき、工具

路 肩 草刈り、清掃
切 土 法 面 清掃 小型トラック 延48台日/年 4,800.00

盛 土 法 面 清掃
橋 梁 清掃

路 面 標 示 清掃
道 路 標 識 清掃

小 計 7,600.00

３．修 理

施 設 名 実 施 項 目 補修の頻度 実施人員 使 用 資 機 材 所要数量 金額

側 溝 破損部分の補修 ２回/年 ４名 延80人日/年 2,800.00

カルバート 破損部分の補修 所要日数10日/回 タンパ 延20台日/年 800.00
舗 装 ｸﾗｯｸのｼｰﾙ、ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙのﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 小型トラック 延60台日/年 6,000.00

路 肩 破損部分の補修
切 土 法 面 崩壊箇所の補修

盛 土 法 面 崩壊箇所の補修 コーラル砕石 10.0m /年 240.003

橋 梁 破損部分の補修 瀝 青 材 2.0t/年 640.00

路 面 標 示 再塗装 セメント 15袋/年 120.00
道 路 標 識 破損部分の補修

小 計 10,600.00

合 計 20,240.00
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3.6 協力対象事業実施に当たっての留意事項

協力対象事業を円滑に実施するためには、用地の取得、事業実施に必要な許認可の取

得（環境影響評価の承認、土工許可、コーラル材採取許可 、公共施設（電線、通信）

線、水道）の移設が不可欠である。

また、事業効果を十分に発現・持続させるため、完成後の維持管理を十分に行い、常

に良好な走行条件を保つとともに、施設の耐久性の向上をはかることが重要である。
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証

4.1 プロジェクトの効果

プロジェクトの直接の受益者はポンペイ島の住民32,395人（2000年）である。プロジ

ェクトの実施による直接効果および間接効果を表4.1-1およひ4.1-2に示す。

表 4.1-1 プロジェクト実施による直接効果

現状と問題点 本計画での対策 協力対象事業 計画の効果・改善程度（ ）

１ 路面の走行条件が劣悪であるため ・路面を舗装することにより、 ・通行所要時間が約18分に短縮． 、
低速での走行を強いられており、 走行条件を飛躍的に向上させ する。
11.8㎞区間の走行所要時間は約36 る。
分である。

２．現道は砂利道であり、走行可能な ・舗装することにより、路盤材 ・年間の維持管理費が約20,000
状態に保つため 頻繁に路盤材 コ の補充は不要となる。 ドルに低減する。、 （
ーラル材）の補充、敷き均し、転
圧を行う必要がある。年間の所要
維持管理費は約150,000ドルと見積
もられる。

３．現在、強雨時に冠水する区間が次 ・路面の嵩上げ、および横断排 ・路面の冠水が解消し、常時走
の３箇所ある。 水機能の向上による冠水防止 行可能となる。

1) 延長約100ｍ、年1回半日程度 策を実施する。
2) 延長約120ｍ、5年に1回4時間程度
3) 延長約280ｍ、年5～6回4時間程度

４．現道は砂利道であり、維持管理の ・舗装することにより、維持管 ・舗装のため、約41,000 のコâ
ため、年間約19,000 のコーラル 理のためのコーラル材はほと ーラル材を使用するが、そのâ
材を消費している。また、路面お んど不要となる。 後は不要となるため、長期的
よび側溝からの表土流出があり、 ・侵食を防ぐため、側溝を練石 には、コーラル材の消費量が
泥水がラグーンを汚染している可 積みとする。 減少し、コーラル材採掘に伴
能性がある。 う環境問題が軽減する。

・泥水によるラグーンの水質汚
濁が防止される。
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表 4.1-2 プロジェクト実施による間接効果

4.2 課題・提言

プロジェクトの効果を十分に発現させ、持続させるために、ミクロネシア側が取り組

むべき課題は次のとおりである。

1) 維持管理を十分に行うこと、特に、排水施設の清掃は重要である。維持管理は、走

行条件を良好に保つためだけでなく、舗装の供用期間（リハビリテーションを必要

とする時期までの期間）を伸ばすためにも必要である。維持管理を十分に行うため

には、それに必要な予算を確保しなければならない。

2) 協力対象区間以外の舗装済区間（ポンペイ運輸公社による舗装予定区間を含む）の

改良を行い、周回道路全体の機能向上をはかること。舗装済区間の主な問題点と改

善案は次のとおりである。

・側 溝：土側溝であるため、侵食・土砂堆積を受けて機能が低下している箇所が

多いので、補修すること。できれば、練石積みまたはコンクリート製に

することが望ましい。

・路 肩：植生によって盛り上がり、路面より高くなったために、雨水が路側に導

、 、かれず路面を流下したり 視距不足を招いたりしている箇所が多いので

是正すること。できれば、簡易舗装を施し、植生を防止することが望ま

しい。

。 、・構造物：幅員の不足した橋梁は拡幅または架け替えを行うことが望ましい また

カルバートの延長不足のため、その分、路肩が狭くなっている箇所が多

いので、カルバートを継ぎ足して路肩を確保するのが望ましい。また、

カルバートの呑口、吐口の改善が必要な箇所も多い。

・交通安全施設：ガードレール、ガイドポストの必要な箇所があるので設置が望ま

しい。

現状と問題点 本計画での対策 協力対象事業 計画の効果・改善程度（ ）

１．走行条件が劣悪であるため、首都 ・周回道路の整備が完成するこ ・観光地（ナンマドール遺跡、

パリキールや州都コロニアとの円 とにより、首都／州都へのア ケプロイの滝等）へのアクセ

滑な人的・物的交流が阻害されて クセスが向上する。 スの向上による観光業の振

いる。 興、消費地へのアクセスの向

上による農業・水産業の振興

等、地域の経済活動の活性化

に寄与する。
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・湧 水：本調査対象区間の始点の手前１㎞の地点で、地下水がアスファルト表層

を通過して路面に湧き出る現象が起きている。この現象は舗装の路盤強

度を著しく低下させるものであるので、機会をみて（例えば、舗装が破

壊した後、修復する際 、地下排水施設を設置することが必要である。）

なお、実施機関の技術水準は十分に高く、また、本プロジェクトの実施をもって周

回道路の整備が完了することから、技術協力や他ドナーとの連携は必要ないと判断

される。

4.3 プロジェクトの妥当性

プロジェクトの裨益対象が一般国民であること、プロジェクトが住民の生活改善に役

、 、「 」立つこと 被援助国の保有する機材・人材・技術で維持管理が可能であること ミ

国政府が推進している経済改革の達成に資するプロジェクトであること、収益性の高

いプロジェクトではないこと、環境面で負の影響がほとんどないこと、我が国の無償

資金協力の制度により特段の困難なく実施可能であることから、無償資金協力による

協力対象事業の実施は妥当であると判断される。

4.4 結 論

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクト

が対象地域の生活水準向上による地域格差の解消、および社会経済活動の活性化に広

く寄与するものであることから、協力対象事業に対して我が国の無償資金協力を実施

することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理について

も 「ミ」国側体制は人員・資金ともに十分で問題ないと考えられる。、

協力対象区間以外の舗装済区間の更なる改良を行い、周回道路全体の機能向上をはか

れば、プロジェクトの効果は更に増大するものと考えられる。
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資 料

１．調査団員・氏名

２．調査行程

３．関係者（面会者）リスト

４．当該国の社会経済状況（国別基本情報抜粋）

５．討議議事録（Ｍ／Ｄ）

６．事前評価表

７．参考資料／入手資料リスト



資料１ 調 査 団 員 ・ 氏 名



調査団員氏名、所属

１) 現地調査

氏 名 担当分野 所 属

① 友部 秀器 総 括 国際協力事業団

フィジー事務所長

② 澤野 邦彦 業務主任／道路交通計画 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

③ 相良 秀孝 道路設計 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

④ 相澤 政雄 自然条件調査１（地形・地質） ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

⑤ 山田 清蔵 自然条件調査２（水文） ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

⑥ 渡邊 亮平 施工・調達計画／積算 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

⑦ 村上 啓一 橋梁・構造物設計 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

２) 基本設計概要説明調査

氏 名 担当分野 所 属

① 朝熊 由美子 総 括 国際協力事業団

無償資金協力部業務第二課

② 澤野 邦彦 業務主任／道路交通計画 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

③ 相良 秀孝 道路設計 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

A1 - 1



資料２ 調 査 行 程



１）現地調査（平成１４年１１月２６日～１２月３０日）

友部 澤野 相良、相澤、渡邊 村上 山田

1
平成14年
11月26日

火
東京発ｸﾞｱﾑ着(NH923）
ｸﾞｱﾑ発ﾎﾟﾝﾍﾟｲ着(CO956）

2 11月27日 水 業務調整

3 11月28日 木 業務調整

4 11月29日 金 業務調整

5 11月30日 土 ｻｲﾄ調査

6 12月 1日 日 ｻｲﾄ調査
東京発ｸﾞｱﾑ着(JO941）
ｸﾞｱﾑ発ﾎﾟﾝﾍﾟｲ着(CO957）

7 12月 2日 月

8 12月 3日 火

9 12月 4日 水 PTAと打合せ・資料収集 資料収集 資料収集 資料収集

10 12月 5日 木 PTAと打合せ・資料収集
ｻｲﾄ調査（相良・相澤）
市場調査（渡邊）

ｻｲﾄ調査 資料収集

11 12月 6日 金
ﾐｸﾛﾈｼｱ連邦外務省・PTAと
打合せ

ｻｲﾄ調査（相良・相澤）
市場調査（渡邊）

ｻｲﾄ調査 ｻｲﾄ調査

12 12月 7日 土

13 12月 8日 日 資料整理

14 12月 9日 月 関係機関・PTAと打合せ
ｻｲﾄ調査（相良・相澤）
見積徴収（渡邊）

ｻｲﾄ調査 関係機関・PTAと打合せ

15 12月 10日 火
関係機関・PTAと打合せ・
ﾐﾆｯﾂ資料検討

16 12月 11日 水
関係機関・PTAと打合せ・
ﾐﾆｯﾂ資料検討

19 12月 14日 土

20 12月 15日 日

21 12月 16日 月
PTAと打合せ・ﾐﾆｯﾂ案の作
成

資料整理

ﾎﾟﾝﾍﾟｲ着(CO957) 資料整理

23 12月 18日 水 ｻｲﾄ調査・資料収集
ﾐｸﾛﾈｼｱ連邦外務省・ﾎﾟﾝﾍﾟ
ｲ州副知事表敬

資料整理

24 12月 19日 木 ｻｲﾄ調査・資料収集
PTAと協議、ﾐﾆｯﾂ署名・ｻｲ
ﾄ調査

ﾎﾟﾝﾍﾟｲ発（CO957)

日本大使館訪問
ﾎﾟﾝﾍﾟｲ発(CO956) 資料整理 資料整理

26 12月 21日 土

27 12月 22日 日

28 12月 23日 月

29 12月 24日 火

30 12月 25日 水

31 12月 26日 木

32 12月 27日 金

33 12月 28日 土

34 12月 29日 日

35 12月 30日 月

資料整理

資料整理・帰国準備

ｻｲﾄ調査

工　　　　　程

交通量調査実施

交通量調査実施

資料収集・PTAと打合せ・ｻｲﾄ調査

資料収集・PTAと打合せ・ｻｲﾄ調査

団内打合せ・ｻｲﾄ調査

資料整理

ｻｲﾄ調査・資料収集

団内打合せ・ｻｲﾄ調査

ﾎﾟﾝﾍﾟｲ発ｸﾞｱﾑ着(CO959)、ｸﾞｱﾑ発東京着(NH924)

資料整理

資料整理・報告書作成・ｻｲﾄ調査

資料整理・報告書作成・ｻｲﾄ調査

資料整理・報告書作成・ｻｲﾄ調査

資料整理・報告書作成・ｻｲﾄ調査

JICA事務所・日本大使館挨拶

25 12月 20日 金
日本大使館訪問

 JICA事務所、大使館挨拶ｻｲﾄ調査 資料整理

ﾐｸﾛﾈｼｱ連邦外務省・ﾎﾟﾝﾍﾟｲ州副知事表敬、ﾐﾆｯﾂ協議

PTAと協議、ﾐﾆｯﾂ署名・ｻｲﾄ調査

22 12月 17日 火
 JICA事務所、大使館挨拶、ﾐﾆｯﾂ協議

18 12月 13日 金

団内打合せ・ｻｲﾄ調査

ｻｲﾄ調査（相良・山田、相澤)、地質調査・測量打合せ（相澤）、
交通量調査打合せ（渡邊）

ｻｲﾄ調査

17 12月 12日 木

曜
日

東京発グアム着(JO941）
グアム発ポンペイ着(CO957）

PTA打合せ・現場視察

ﾐｸﾛﾈｼｱ連邦外務省・ﾎﾟﾝﾍﾟｲ州副知事・ﾎﾟﾝﾍﾟｲ州運輸公社(PTA)・日本大使館・JICAﾐｸﾛﾈｼｱ事務所と打合せ

 調査行程

ｻｲﾄ調査（相良・相澤、山田)、交通量調査打合せ（渡邊）

日
順 年月日
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２）基本設計概要説明調査（平成１５年２月２０日～３月６日）

1
平成15年
 2月20日

木

2  2月21日 金

3  2月22日 土

4  2月23日 日

5  2月24日 月

6  2月25日 火

7  2月26日 水

8  2月27日 木

9  2月28日 金

10  3月 1日 土

11  3月 2日 日

12  3月 3日 月

13  3月 4日 火

14  3月 5日 水

15  3月 6日 木

工　　　　　程

東京発ｸﾞｱﾑ着(JO941）

ｸﾞｱﾑ発ﾎﾟﾝﾍﾟｲ着(CO956)
ﾐｸﾛﾈｼｱ連邦外務省、ﾎﾟﾝﾍﾟｲ州知事、ﾎﾟﾝﾍﾟｲ運輸公社(PTA)と協議

日
順 年月日

曜
日

ﾎﾟﾝﾍﾟｲ発ｸﾞｱﾑ着(CO957)

ｸﾞｱﾑ発東京着(NH924)

朝熊 澤野、相良

ｻｲﾄ調査

団内打合せ

JICAﾐｸﾛﾈｼｱ事務所、日本大使館と打合せ
PTAと協議

ﾐｸﾛﾈｼｱ連邦外務省、ﾎﾟﾝﾍﾟｲ州、ﾎﾟﾝﾍﾟｲ運輸公社とﾐﾆｯﾂ協議
ﾐﾆｯﾂ署名

JICA、大使館報告
ﾎﾟﾝﾍﾟｲ発(CO956)

JICA、大使館報告
PTAと詳細協議

PTAと用地取得必要箇所の現場確認

PTAに基本設計図の説明

PTAに基本設計図の説明

団内打合せ

PTAと公共施設移転箇所の現場確認

資機材調達事情調査
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資料３ 関係者（面談者）リスト



関係者（面会者）リスト

(1) ミクロネシア連邦政府

Department of Foreign Affairs

Lorin Robert Deputy Secretary

Carl D. Apis Deputy Assistant Secretary, Asian Affairs

Jackson T. Soram Foreign Service Officer, Asian Affairs

Department of Economic Affairs

Virginia Helgenberger Statistics Specialist IV (Field Supervisor),

Pohnpei Branch Statistics Office, Division

of Statistics

(2) ポンペイ州政府

Pohnpei State Government

Johnny P. David Governor

Jack E. Yakana Lieutenant Governor

Public Affairs Office

Estephan P. Santiago Public Affairs Officer

Environmental Protection Agency

Elden Hellan Executive Director

Department of Land and Natural Resources

John Weilbacher Chief, Division of Public Land

Kondios Gornelius Chief, Division of Survey & Mapping

Emensio Eperiam Chief, Division of Historic Preservation and

Cultural Affairs

Department of Justice

Aurelio P. Joab Senior Labor Officer, Labor & Regulatory

Inspector, Immigration & Labor Division

Department of Public Safety

Fredrick Route Sergeant, Traffic Division

Department of Revenue and Taxation

Isao Saimon Tax Officer

(3) その他関係機関

Pohnpei Weather Services

Ceasar Hadley Assistant Manager, Meteorological In-charge/

Weather Service Coordinator
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Pohnpei Transportation Authority

Vincent Rosario Acting Commissioner

Swengly Poll Administrative Officer

Antonio Elias Surveyor

Pohnpei Utilities Corporation

Lukner B. Weibacher Assistant Manager, Department of Power

Generation

FSM Telecommunications Corporation

秋永 拓郎 CEO/General Manager
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資料４ 当 該 国 の 社 会 経 済 状 況

（ 国 別 基 本 情 報 抜 粋 ）







資料５ 討 議 議 事 録 （ Ｍ ／ Ｄ ）































資料６ 事 前 評 価 表



事 業 事 前 評 価 表

１．協力対象事業名

ミクロネシア連邦ポンペイ州周回道路整備計画

２．我が国が援助することの必要性・妥当性

(1) 我が国が当該国に援助することの必要性・妥当性

ミクロネシアは、米国との自由連合盟約が2001年10月に終了し、現在米国との間で新たな支

援について交渉中であるが、経済的自立の達成に向けて、従来より友好関係にある我が国へ

の期待が高まっている。また、我が国との間に民間漁業協定を締結しており、我が国遠洋か

つお・まぐろ漁業の重要漁場となっている。

(2) 当該プロジュクトを実施することの必要性・妥当性

連邦歳入の約５割は自由連合盟約に基づく米国からの財政援助であるが、同盟約の改訂に伴

う援助の段階的削減が予想されるため、アジア開発銀行の指導の下、政府部門の縮小、民間

セクター育成、観光業・水産業の促進による外貨の獲得、農業振興等経済改革に努めている

が、経済改革を達成するためには、運輸インフラの整備が不可欠である。

周回道路はポンペイ島における唯一の幹線道路であり、他の道路はすべて周回道路に接続し

ている。したがって、村落間の人および物の移動はすべて周回道路を介して行われており、

周回道路は同島における社会・経済活動を支える重要な基礎インフラの一つである。しかし

未整備区間があり、走行性、信頼性、安全性に欠けるため、当該区間周辺地域と首都パリキ

ール／州都コロニア間の安全で円滑な人的・物的移動が阻害され、島内の地域格差の生ずる

一因ともなっている。当該プロジェクトは、対象地域の生活水準向上による地域格差の解消

および島内における社会・経済活動の活性化に広く寄与する。よって、我が国無償資金協力

により当該プロジュクトを実施することは妥当である。

３．協力対象事業の目的（プロジュクト目標）

本プロジェクトは、周回道路の未舗装区間約11.8kmを整備することによって、当該区間の安

全かつ円滑な交通機能を向上させることを目的とする。

４．協力対象事業の内容

(1) 対象地域

ミクロネシア連邦ポンペイ州ポンペイ島

(2) アウトプット

周回道路の未舗装区間約11.8kmがアスファルト舗装され、排水設備等が整備される。

(3) インプット

【日本国側】

周回道路の未舗装区間11.8kmのアスファルト舗装、橋梁の架替え・補修および排水・付帯

施設の整備

【相手国側】

・建設用地の確保

・障害物の撤去

(4) 総事業費

10.01億円 （日本側9.39億円、ミクロネシア側0.62億円）
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(5) スケジュール

詳細設計期間を含め約27ヶ月の工期を予定

(6) 実施体制

主管官庁・実施機関：ミクロネシア連邦ポンペイ州政府

５．プロジュクトの成果

(1) プロジュクトの裨益対象の範囲及び規模

ミクロネシア連邦ポンペイ州ポンペイ島

裨益人口：約32,400人

(2) 事業の目的（プロジュクト目標）達成を示す成果指標

・通行所要時間の短縮

11.8㎞区間の通行所要時間が約18分短縮する。

2002年（実施前） 2006年（実施後）

平 均 速 度 20㎞／ｈ 40㎞／ｈ

所 要 時 間 36分 18分

・道路維持管理費の節減

2002年（実施前） 2006年（実施後）

道路維持管理費 150,000ドル/年 20,000ドル/年

・冠水による通行途絶区間の解消

実 施 前 実 施 後

起点から約２㎞地点（100ｍ区間） 年１回約半日冠水

起点から約５㎞地点（120ｍ区間） ５年に１回約４時間冠水 左記が解消する

終点付近（280ｍ区間） 年５～６回約４時間冠水

(3) その他の成果指標

環境保全

実 施 前 実 施 後

、コーラル材使用量 道路補修のため年間約 舗装のため約41,000â

19,000 、10年間で 以後はほとんど０â

â190,000

表土流出による海洋の水質汚濁 あり ほとんどなし

６．外部要因リスク（事業の目的（プロジュクト目標）の達成に関するもの）

(1) ミクロネシア国によって定期的な点検、清掃および必要に応じた補修が行われる。

(2) ミクロネシア国の良好な運転マナーを維持するため、ミクロネシア国によって適切な教育・

取締りが行われる。
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７．今後の評価計画

(1) 事後評価に用いる成果指標

① 通行所要時間

② 道路維持管理費

③ 冠水状況による通行途絶区間と時間

(2) 評価のタイミング

2006年（供用開始）以降
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